
カン・小型金属類の分別及び売払い業務仕様書 

 

１ 業 務 名  資源物売払い業務（カン・小型金属類） 

 

２ 業 務 期 間  令和７年１２月１日 から 令和８年３月３１日 

 

３ 品目及び予定量 

品目及び予定量は次のとおりである。予定量は令和６年度実績の平均をも

とに算出したものであり、本業務の取り扱い数量を保証するものではない。 

下記、回収見込み量は、全体量の２／１０を上限としている。 

                        単位：ｋｇ／４ヶ月 

品目 回収見込み量 

スチール缶 １，５７５   

アルミ缶 ２，５２７   

ビン  １７１   

鉄類 ２，３５６  

家電類  ９１７   

その他  １１２   

合 計  ７，６５８   

 

４ カン・小型金属類の分別内容及び資格 

カン・小型金属類の分別の内容及び資格は以下のとおりである。 

（１）飛散、流出及び地下に浸透する恐れのない施設で、周辺の生活環境に影 

響を及ぼさないこと。 

（２）資源物中の異物については極力その割合を下げるように努め、再資源 

化できるものは可能な限り再資源化を行うこと。 

（３）分別処理は、選別ラインを有している施設で行うこと。 

 

５ 売払い料の支払 

（１）売払い料の算定については、発注者が各品目ごとに搬出量を算出し、毎 

月末日に搬出量を取りまとめた請求書を受注者に提出する。受注者は請求 

書の内容を確認し利益金として支払うものとする。受注者は、請求書を受 

理した日から３０日以内に、利益金を指定する口座に振り込むこと。 

（２）分別後の家電返却分は支払い対象の数量から除外するものとし、カン・小



型金属類の総量から、家電返却分を差し引きした重量を支払い対象重量と

する。 

 

６ エコ・リレ－センタ－ごじょう敷地内出入り時間及び売払い物の積込み 

（１）積込みについては受注者が行うものとする。 

（２）エコ・リレ－センタ－ごじょう敷地内出入り時間は、８時３０分～９時ま

でと１１時５０分～１３時、１６時～１７時１５分までとする。（土日祝

祭日は除く） 

（３）積込み時間は、８時３０分～９時までと１１時５０分～１３時、１６時か 

ら１７時１５分までとする。（土日祝祭日は除く） 

（４）積込み用機材は、発注者の許可を得て使用することが出来る。 

（５）引取り時に要する人員及び運搬車両などは受注者が準備する。 

 

７ 車両 

五條市の資源買い取り業者であることを示す表示を行うこと。 

 

８ 報告書 

受注者は、毎月引き取ったカン・小型金属類の総量並びに、その中から選別し 

たスチール缶、アルミ缶、ビン、鉄類、家電類、その他のそれぞれの数量を記し

た報告書を発注者に提出すること。 

 

９ 業務上の注意 

業務の実施にあたっては、作業員はヘルメットを着用し、衛生面及び火気等に

留意するとともに、発注者の業務に支障のなきよう次の事項について十分注意

すること。 

（１）業務によりごみ等を飛散させた場合は、清掃すること。 

（２）ガソリン等の引火物や危険物は持ち込まないこと。 

（３）業務実施にあたり、発注者の備品等を使用する場合は、発注者の許可を受

けること。 

（４）発注者の施設、備品を損傷した場合は、直ちに発注者に報告するとともに、

損傷部は受注者の責任で修理現状復旧を行うこと。 

（５）運搬中に飛散することのないよう運搬方法に留意すること。 

（６）その他細部については、発注者の指示に従うこと。 

 



10 法令等の遵守 

⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）その他関

係法規を遵守するとともに、発注者の指示に従い発注者には一切の迷惑を

かけないものとする。 

⑵ 処理施設については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 3条

第 1号ヘの一般廃棄物の積替及び同条同号リの一般廃棄物の保管を行う場

合に準じた施設であること。 

(3) 受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条第 1号及び

第 2号に定める基準に適合する者であること。また、契約期間中に定める

基準に適合しなくなったときは、発注者から委託契約を解除することでき

る。 


